
理

由

近
年
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
そ
の
他
の
情
報
処
理
の
高
度
化
に
伴
う
犯
罪
及
び
強
制
執
行
を
妨
害
す
る
犯
罪
の
実
情
に
鑑

み
、
情
報
処
理
の
高
度
化
に
伴
う
犯
罪
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
及
び
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
伴
い
、
不

正
指
令
電
磁
的
記
録
作
成
等
の
罪
の
新
設
そ
の
他
の
処
罰
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
記
録
命
令
付
差
押
え
の
新
設
そ
の

他
の
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
関
す
る
証
拠
収
集
手
続
の
規
定
の
整
備
等
を
行
い
、
並
び
に
悪
質
な
強
制
執
行
妨
害
事

犯
等
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
強
制
執
行
を
妨
害
す
る
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
罰
規
定
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
所
要
の
規
定

の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


